
過積載防止対策要領 

 

第１条 目的 

この要領は、本市が発注する公共工事の施工にあたり、土砂等を運搬する自動車（以下「ダン

プカー等」という）の過積載防止のために本市並びに請負人が実施しなければならない対策につ

いて定める。 

第２条 用語の定義 

（１）過積載とは、道路運送車両法で定められた自動車の最大積載量を超えて貨物等を積載し、

運行する違法行為をいうもので、土砂等の積載量が自動車検査証（以下「車検証」という）に記

載されている最大積載量を超えている場合とする。 

（２）土砂等とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（以

下｢ダンプ規制法｣という）第２条及びダンプ規制法施行令第１条で規定されている、次に示すも

のとする。 

① 土、砂利（砂及び玉石を含む）、砕石及びアスファルト・コンクリート等 

② アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊等 

第３条 適用範囲 

この要領は、本市が発注する全ての公共工事のうち、ダンプカー等を使用して土砂等を運搬す

る工事に適用する。この場合には、特記仕様書に過積載に関する事項を記載するものとする。 

第４条 施工計画書 

請負人は、施工計画書の作成に当たって、過積載防止計画として資料－①を参考に次の事項を

記載する。 

① 搬出期間、搬出量、運搬先、運搬方法、運搬経路、仮置きの有無及び仮置き場所、掘削運搬 

に係る下請負人名、組織図その他必要な事項 

② 積載量の管理・点検方法、工事関係者への過積載防止への周知・啓発活動その他必要な事

項 

第５条 土砂等積込み状況の管理 

請負人は土砂等をダンプカー等に積込み込む場合には、ならした状態で荷台枠の高さを超えて

積み込んではならない。 

ただし、土質条件（比重、含水比）により単位体積重量等の大きな変化が予想され、これによ

りがたい場合には積載量の管理方法について新たに検討しなければならない。 

２ 請負人は、土砂等が荷台枠を超えて積載されている場合には、直ちに荷台枠高さ以下となる

よう減量しなければならない。 

第６条 仮置き場の取り扱い 

請負人は、工事場所から土砂等を請負人のストックヤード等へ一時仮置きし、後日建設発生土

再利用機関（以下｢計量票発行機関｣という）等へ運搬する場合には、仮置き場においても、工事

場所と同様に過積載防止に努めなければならない。 

第７条 計量票発行機関等へ搬出する場合の取り組み 

請負人は、積載量が記載された伝票（以下｢計量票｣という）を発行する計量票発行機関等へ搬

出する場合には、計量票のデータを積載量の管理方法等にフィードバックさせ、過積載防止対策

の継続的改善に努めなければならない。 

２ 請負人は、車検証のコピー（個人情報該当部分は消すこと）を土砂等の搬出前に監督員に提



出しなければならない。 

３ 計量票及び車検証に記載されている最大積載量のデータにより、全てのダンプカー等を対象

に「搬出車両記録表（様式１）」を作成し、「搬出車両記録表」及び「計量票」を毎月１回提出しな

ければならない。また、監督員から請求があった場合にも同様に提出しなければならない。なお、

「計量票」は監督員の確認後返却を求めることができるものとする。 

第８条 計量票発行機関等以外の施設へ搬出する場合の取り組み 

計量票発行機関以外の施設へ土砂等を搬出する工事については、請負人自らの責任において積

載量を厳重に管理し、過積載防止の一層の徹底を図らなければならない。 

第９条 改善措置等 

監督員は、工事現場及び搬出車両記録表等で過積載を確認した場合、請負人に対し改善指導を

行うものとする。また、指導を行ったにもかかわらず過積載が確認される場合は、請負人へ書面

にて改善を指導する。請負人は、監督員より「改善報告書（様式 2）」の提出を求められた場合、

直ちに改善を行い改善報告書を監督員に提出しなければならない。 

第 10条 工事成績評定への反映 

過積載は法令及び仕様書等の遵守事項に反する行為であることから、工事成績評定において適

正に反映させる。 


